
           大阪国際交流センター事業交付金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公益財団法人大阪国際交流センター（以下、「センター」という。）に対

する大阪国際交流センター事業交付金（以下、「交付金」という。）の交付に関し必要な事項を

定めるものとする。 

 

（目的） 

第２条 交付金は、本市の国際交流の拠点施設である大阪国際交流センター等を活用して、国際

交流の振興を図ることを目的として交付する。 

 

（交付金） 

第３条 交付金は、市長の認めた交付金対象事業（以下、「対象事業」という。）及び対象事業

費（別表第１）について、予算の範囲内において交付する。 

 

（交付の申請） 

第４条 センター理事長は、大阪国際交流センター事業交付金交付申請書（様式第１号）に事業

計画書及び収支計算書又はこれに相当する書類を添付して、これを市長に提出しなければならな

い。 

 

（交付の決定） 

第５条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う

現地調査等により、当該申請に係る交付金の交付が法令、条例及び規則に違反しないかどうか等

を調査し、交付金の交付の決定をしたときは、大阪国際交流センター事業交付決定通知書（様式

第２号）により、センター理事長に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、交付金の交付の申請

に係る事項につき修正を加えて交付金の交付の決定をする。 

３ 市長は、第１項の調査の結果、交付金を交付することが不適当と認めたときは、理由を付し

て、大阪国際交流センター事業交付金不交付決定通知書（様式第３号）によりセンター理事長に

通知するものとする。 

 

（申請の取り下げ） 

第６条 センター理事長は、前条第１項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に

係る交付金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとす

るときは、通知を受け取った日から起算して３０日以内に大阪国際交流センター事業交付金交付

申請取下書（様式第４号）により、申請の取下げをすることができる。 



２ 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る交付金の交付の決定はな

かったものとみなす。 

 

（交付の条件） 

第７条 交付金の交付の決定には、次の各号に掲げる条件を付するものとする。 

（1）対象事業の内容又は執行計画を変更（軽微な変更を除く。）する場合は、大阪国際交流セ  

  ンター事業交付金変更承認申請書（様式第５号）を、対象事業を中止又は廃止する場合は、 

大阪国際交流センター事業交付金中止・廃止承認申請書（様式第６号）を市長に対し提出し 

承認を受けなければならない（様式第７号）。 

（2）前項の軽微な変更については、別表２のとおりとする。ただし、対象事業の目的に変更の

無い場合に限る。 

（3）対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は対象事業の遂行が困難となった場合には、  

速やかに市長に報告しその指示を受けなければならない。 

（4）市長が、交付金に係る予算の執行の適正を期するため、センター理事長に対して報告を求 

め、又は市職員にセンターの事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若し

くは関係者に質問させる必要があると認めたときは、これに協力しなければならない。 

２ 市長は、交付金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件のほか、

必要な条件を付する。 

 

（交付金の交付の時期） 

第８条 交付金は、上下半期ごとに概算払いにより交付する。 

２ 前項の規定によりがたい場合、市長は、対象事業の完了前に、その全部又は一部を概算

払いにより交付できるものとする。 

３ 市長は、前２項の交付金をセンター理事長から交付の請求のあった日から30日以内に支払

わなければならない。 

 

（決定の取消し） 

第９条 市長は、センター理事長が、次のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部又は一

部を取り消すものとする。 

（1）偽りその他不正の手段により交付金の交付決定を受けたとき 

（2）正当な理由がなく実績報告をせず、又は調査を拒んだため、交付金の使途が確認できない  

とき 

（3）前各号のほか交付金の交付の目的及び交付決定に付した条件に違反したとき又は市長の指  

示に従わなかったとき 

２ 前項の規定は、交付金の額の確定があった後においても適用があるものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による取消しをしたときは、速やかにその旨を理由を付してセンター



理事長に通知するものとする（様式第８号）。 

 

（実績報告） 

第１０条 センター理事長は、対象事業が完了したとき又は対象事業の廃止の承認を受けたとき

は、大阪国際交流センター事業交付金実績報告書（様式第９号）により、収支計算書又はこれに

相当する書類及び対象事業並びに活動の実績を記載した書類を添付し市長に提出しなければな

らない。 

 

（交付金の額の確定等） 

第１１条 市長は、前条の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現

地調査等により、その報告に係る交付金事業の成果が交付金の交付の目的及び交付決定に付した

条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額

を確定し、センター理事長に通知するものとする（様式第１０号）。 

 

（交付金の精算） 

第１２条 センター理事長は、前条の規定による交付金の額の確定に係る通知を受けたときは、

速やかに、交付金精算書（以下「精算書」という。）を作成しなければならない。ただし、年度

の末日まで交付金事業が行われている場合にあっては、概算払いによる交付を受けた日の属する

年度の末日に作成するものとする。 

２ 交付金の精算においては、交付金額の内訳にかかる人件費及び事務費については定額と

し、物件費については交付金事業の実施にかかる実費での精算とし、事業低調によらない

剰余が生じた場合には、その１／２をセンター理事長において内部留保することのできる

額として交付金の精算を行うことができる。 

３ センター理事長は、精算書を、交付金事業の完了後20日以内に市長に提出しなければなら

ない。 

４ センター理事長は、前項の精算により交付金に剰余が生じたときは、精算書を提出した日か

ら20日以内に当該剰余金を市長に返還するものとする。 

５ センター理事長は、センターの決算確定後速やかに経費実績を提出するものとする。 

 

（書類の保存） 

第１３条 センター理事長は、対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整

備し、これを前条に定める通知を受けた日から5年間保存しなければならない。 

 

（交付金の返還） 

第１４条 市長は、交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関

し、すでに交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。 



 

 

附則 

 この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

附則 

 この改正要綱は、平成１９年６月１日から施行する。 

附則 

この改正要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附則 

この改正要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附則 

この改正要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附則 

この改正要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 



別表第１ 対象事業及び対象事業費（第３条関係） 

１．対象事業  

大事業 中事業 小事業 

（１）外国人が暮らしやす

い地域づくりに資する事業 

①ボランティアを活用し

た多文化共生環境整備 

②外国人留学生への支援 

大阪国際交流セ

ンター事業交付

金交付申請書に

添付される事業

計画書のとおり

（要綱第４条） 

（２）国際化の担い手の育

成に資する事業 

①ボランティア育成・活用

による国際化の担い手育

成 

②国際交流団体等支援・連

携 

同上 

（３）国際化に資する情報

提供 

①インフォメーションセ

ンター運営 

同上 

 

２．対象事業費 「１．対象事業」のうち交付金の交付を決定した事業の実施に必要な以下の経費 

（１）事業の実施に係る経費 

（２）上記事業の実施に必要と判断できる人件費及び事務費 

   ただし、人件費とは役員報酬を除く職員に係るものとする。 

３．交付金額 「２．対象事業費」のうち、予算の範囲内で市長が必要と認める金額 

 



別表第２ 軽微な変更(第７条) 

軽微な変更 別表第１の「１．対象事業」における大事業ごとの決算額が、交付

決定時（当初計画）に比して１０％未満の増減となる場合。ただし、

以下の場合はこれに該当しない。 

 

（１）別表第１の「１．対象事業」における小事業について、大事

業・中事業分類を変更して実施する場合 

（２）別表第１の「１．対象事業」における小事業のうち、新規に

実施する事業について、内容変更、縮小または廃止する場合 

（３）その他、市長の承認が必要であると判断する場合 

 

 

 



（様式第１号） 

 

平成  年  月  日 

 

大 阪 市 長 様 

 

公益財団法人 大阪国際交流センター 

理事長 

 

 

大阪国際交流センター事業交付金交付申請書 

 

 標題の交付金について交付を受けたいので、大阪国際交流センター事業交付

金交付要綱第 4条の規定により、次のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 交付を受けようとする交付金額及びその算出の基礎 

  交付金額   金           円 

 

２ 事業の名称、目的及び内容 

（１）名称 大阪国際交流センター事業 

（２）目的 大阪市の国際交流の拠点施設である大阪国際交流センターを 

活用して、国際交流の振興を図る 

（３）内容 ①外国人が暮らしやすい地域づくりに資する事業 

       ②国際化の担い手の育成に資する事業 

 

３ 事業実施期間 

   平成  年  月  日～平成  年  月  日 

 

４ 添 付 書 類 

（１）事業計画書 

  （２）交付金予算内訳書 



（様式第２号） 

                                           大阪市指令 第  号 

                                             平成 年 月 日 

 

  公益財団法人 大阪国際交流センター 

  理事長           様 

 

                                            大阪市長  

 

大阪国際交流センター事業交付金交付決定通知書 

 

 平成 年 月 日付けで申請のあった大阪国際交流センター事業交付

金については、次のとおり交付することとしたので、大阪国際交流センタ

ー事業交付金交付要綱第５条第１項の規定により通知します。 

 

                                    記 

 

１．交付金額  金           円 

 

２．交付条件 

  （１）交付金の対象事業（以下、「対象事業」という。）の内容又は執

行計画の変更をする場合には、市長の承認を受けなければならな

い。 

  （２）対象事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受け

なければならない。 

（３）対象事業が予定の期間内に終了しない場合又は対象事業の遂行

が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受



けなければならない。 

  （４）交付金に係る予算の執行の適正を期するため、申請者に対して報告

を求め、又は市職員に申請者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他

の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる必要があると認めた

ときは、これに協力しなければならない。 

（５）対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、

事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとと

もに、その効率的な運営を図らなければならない。 

  （６）対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に

整備し、要綱第 11 条の通知を受けた日から 5 年間保存しなけれ

ばならない。 

  （７）要綱第９条の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取

り消す。この場合において、申請者は、当該取消しに係る部分に

関し、すでに交付金が交付されているときは、これを返還しなけ

ればならない。 

 （８）その他、大阪国際交流センター事業交付金交付要綱の規定を遵

守すべきこと。 

 

３ その他 

  本通知の決定内容（交付条件を含む。）に不服があるときは、この

通知を受けた日から起算して 30 日以内に申請の取下げをすることが

できる。 



（様式第３号） 

大 第   号 

平成  年  月  日 

 

公益財団法人 大阪国際交流センター 

理事長        様 

 

大阪市長     

 

 

平成 年度大阪国際交流センター事業交付金不交付決定通知書 

 

 平成 年 月 日付けで申請のありました平成 年度大阪国際交流センター

事業交付金については、次の理由により交付しないこととしたので通知します。 

 

記 

 

不交付の理由 



（様式第４号） 

平成  年  月  日 

 

大阪市長         様 

 

公益財団法人 大阪国際交流センター 

 理事長 

 

平成 年度大阪国際交流センター事業交付金交付申請取下書 

 

 平成 年 月 日付けで大阪市指令 第 号により決定された平成 年度大 

阪国際交流センター事業交付金については、次のとおり申請を取り下げます。 

 

記 

 

取下げの理由 



（様式第５号） 

平成  年  月  日 

 

大阪市長         様 

 

公益財団法人 大阪国際交流センター 

 理事長   

 

平成 年度大阪国際交流センター事業交付金変更承認申請書 

 

 平成 年 月 日付けで申請した平成 年度大阪国際交流センター事業交付 

金について、次のとおり変更したいので承認されるよう申請します。 

 

記 

 

１．変更の内容 

 

２．変更承認を求める理由 

 



（様式第６号） 

平成  年  月  日 

 

大阪市長         様 

 

公益財団法人 大阪国際交流センター 

     理事長   

 

平成 年度大阪国際交流センター事業交付金中止・廃止承認申請書 

 

 平成 年 月 日付けで申請した平成 年度大阪国際交流センター事業交付 

金について、次のとおり中止・廃止したいので承認されるよう申請します。 

 

記 

 

１．中止・廃止の内容 

 

２．中止・廃止承認を求める理由 



（様式第７号） 

大阪市指令 第   号 

平成  年  月  日 

 

公益財団法人 大阪国際交流センター 

理事長            様 

 

大阪市長   

 

 

 

平成 年度大阪国際交流センター事業交付金変更中止・廃止承認（不承認） 

決定通知書 

 

 平成 年 月 日付けで申請のあった平成 年度大阪国際交流センター事業 

交付金の変更・中止・廃止承認申請について、次のとおり決定したので通知し 

ます。 

 

記 

 

１．決定内容        承認する     承認しない 

２．不承認の理由 

  （不承認の場合） 



（様式第８号） 

大阪市指令 第   号 

平成  年  月  日 

 

公益財団法人 大阪国際交流センター 

理事長            様 

 

大阪市長   

 

 

 

平成 年度大阪国際交流センター事業交付金取消決定通知書 

 

 

 平成 年 月 日付けで大阪市指令 第 号で交付した平成 年度大阪国際 

交流センター事業交付金については、次の理由により取り消します。 

 

記 

 

取消しの理由 



（様式第９号） 

平成  年  月  日 

 

大阪市長         様 

 

公益財団法人 大阪国際交流センター 

     理事長  

 

 

平成 年度大阪国際交流センター事業交付金実績報告書 

 

 平成 年 月 日付けで大阪市指令 第 号により交付決定された平成 年 

度大阪国際交流センター事業交付金について、次のとおり報告します。 

 

記 

 

１．交付金事業等の名称 

 

２．交付金の予定金額    金        円 

 

 

３．その他必要事項 

（１）交付金の交付決定額と 

その精算額 

 

（２）交付金事業の実績 

 



（様式第 10 号） 

大 第   号 

平成  年  月  日 

 

公益財団法人 大阪国際交流センター 

理事長    様 

 

大阪市長   

 

 

 

平成 年度大阪国際交流センター事業交付金交付額確定通知書 

 

 

 平成 年 月 日付けで大阪市指令 第 号で交付決定した平成 年度大阪 

国際交流センター事業交付金については、次のとおり交付金額を確定しました 

ので、通知します。 

 

 

確定金額   金        円 

 

 


